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7．介護関連施設・事業の整備及び運営について  

（1二）市町村交付金の積極的な活用について  

ア 市町村交付金の活用状況  

地域密着型サービス、介護予防拠点などの介護関連施設の整備については、平   

成17年度から、日常生活圏域を単位として策定される面的整備計画に対し市町   

村交付金を交付し、その整備促進を図ってきたところである。   

しかしながら、平成18年度の各市区町村からの協議状況は低調であり、本交  

付金を活用した基盤整備が十分行われていない市区町村又は圏域が多数見受けら  

れる。  

平成17、18年度 面的整備計画の採択実績（保険者毎）  

平成17、18年度 面的整備計画の採択実績（日 常生活圏域毎）  

＝  

採択計画（圏域）数  
※1 日 常生活圏域数は平成18年4月1日 現在  

※ 2 採択計画数は面的整備計画  

※3 採択計画数は平成18年度第4次内示分まで（平成19年2月 現在）  
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平成17、18年度都道府県毎の面的整備計画協議状況  

保険者数   
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イ 市町村交付金の制度の周知徹底等について  

市町村交付金については、平成19年度予算（案）において地域介護・福祉空間   

整備等交付金（ハード交付金）約421億円、地域介護・福祉空間推進交付金（ソ   

フト交付金）33億円を確保したところであり、予算の範囲内において各市区町村   

からの協議を採択したいと考えている。   

平成18年度の市町村交付金の協議状況は低調であったが、その要因の1つとし  

て、各市区町村や事業者も含めて、市町村交付金の趣旨や市区町村のいわゆる裏負  

担を要しない本交付金制度の仕組みが十分に浸透していない実態も見受けられる。   

また、本年1月31日を提出期限とした平成19年度の第1次協議も依然として  

低調な傾向にある。   

このため、平成19年度分の市町村交付金についても、追加協議を行うことを  

予定しているので、各都道府県におかれては、今回お示しする市町村交付金の内  

容や市町村交付金を活用したモデル的事業について、各市区町村に対する周知徹  

底をお願いする。  

（ア）地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の概要に   

ついて  

地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金に係る全   

体の概要は次の．とおりである。  
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地域介誰・福祉空間整備焚付金及び地域介誰・福祉空間推進焚付金の積雪  

（D 面的整備計画の内容  

市町村（特別区を含む。）は、  
G）日常生活圏域を単位として、②様々な介護サービスの面的な配置積層を其に、③今後3年以内（単年度でも可）   
に実施する基盤整備等事業を明らかにした胞を策定することができる。  

により支援  

○ 地 域介護・福祉空間整備交付金に係る分  
地域密着型サービス、介護予防拠点など   

に交付金斉委付（  

の日常生活圏城で禾l  －ビス拠点を牢催するた  

【交付対象】次に掲げる施設等の面的整備に要する経費   

小規模多機能型居宅介護拠点  
小規模のケアハウス（特定施設）  

夜間対応型訪問介護ステーション  
生活支援ハウス  

小規模の特別養護老人ホーム   小規模の老人保健施設  
認知症高齢者グループホーム  ・認知症対応型デイサゼスセンター  
介護予防拠点  ・地域包括支援センター  】  

］  

○ 地域介護・福祉中間推進交付金に係る分  

地域密着型サービス等の導入のため特に必要と認められる場合に、設備やシステムに要する終警を助成するた   
めに委付令を委付ハ   

【交付対象】次に掲げる事業に必要な設備の整備又は事業運営に要する経費  
「
■
l
】
l
■
1
－
 」
 
 

夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業  
高齢者と障害者や子供との共生型サービスを行う事業  
「高齢者活力創造」地域再生プロジ工クトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業  
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業   

；（D日常生活圏域を単位として、次の事業の面的な配置構想を基に「面的整備計画」を策定  

翌年度も同一圏域で計画   

亘ユ1  観点 
事業  市町  

「高齢者活力創造」地域再生プロジェ外の推進のための、：  
地域こおける包括的なサービスを推進する事業  
その他高齢者が居宅lコ乱、て自立した生活を営むことがで  
きるよう支援する事業  

認知症高齢者グループホーム・認知症対応型デイサゼスセカー  
夜間対応型訪問介言畝㌣シ］ン・介護予防拠点   
地域包括支援センター  生活支援ハウス  

（診計画を国こ提出（都道府県を経由）  

、
 
 

一（∋次の採択指標をもとに評価を行い、予算の範囲内で評価の高い個こ計画を採択）  

∴高齢者の将来上昇率、圏域こおける施設整備の状況等   

・地域密着型サ【ビス拠点の整備を中心としているか、既存の社会資源を活用しn、るか、元気な高齢者  
や地域住民が参加する「共生型」のコミュニティニ宅りを日精し尤ものであるか等   

④下記の算定方法により、交付金を交付。   

（ミキ）交付こ当たって、市区町村の制度l  
∴
′
．
 
 
 
1
＼
 
 
 

ま求めない  

・・面的整備計画記載の全事業に係る右表の  
事業区分ごとの配分基礎単価の合計額とす  
る。  

3000こ）千円   

′事業区分  痍郊蜘藍麟鱒  ● 細対応型訪問介はの■業の／ぴ）に必要な    ●●  ● 秘書と障害者や子ビもとの共生型サ」ごスを  3∝〉0千ll】  守テラ事業  ● r高齢者活力篇心会」地1虞丙±左プロジュウトの  3．〔伽千円  経過乃ための」他囁にお椅包括紬リービ  ス菅j鮎隼真冬豪農  ●その他扁」終着が居宅lコ丸＼て自立した生活を    営むこと帆h来るよう支推する事業  ∴、剥離扮   ：∴軸細                  ・J一         こ1J                 、順l（リ7）’ハウス  柑 12                 通関映隼人 酢暁碑1                         鵬t．勅晰                      1〔X：亡〉  
・面的整備計画記載の全事業に係る古表の  
事業区分ことの配分基礎単価の合計額とす  
る。  
ただし、実際の総事業費の範囲内とし、1億  

円を上限と∃1る。   

※ 国の財政上の特別措置二間する法律   
等の対絶となる事業が含まれる場合は、   
右表の更己分基礎単価に一定率を乗じて   
得た額を交付限度額ニカ［摩すも  
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匝  面的整備計画の提出に係る変更点  

（■り従来の提出方法  

」
 
 

「
l
l
【
．
1
．
■
l
】
】
．
一
】
．
．
】
－
】
．
 
 

○平成18年度   面的整備計画を提出  

Jユ ○平成20年度まで  

同圏域では計画の提出   は不可  

※18年度単年度計画    も同様   

上⊥ 0…；≡で巨車中上限  

一一－一一‾‾て悶  

平成19年虔  

平成20年鹿  
認知症GH  

ト500万円   

′  、、＼、⊥ニルー  

′ ′  平成18年度  
′′  

4 000万円  

（2）今後の提出方法  
1
 

盲
 
 

′ 
′′ 

、 、 

、 
、  

8年度   

面的整備計画を提出  
（単年度）   

上ユ  
一一－■－－  

′′′嘩、、 
′ 、、  

l  平成19年座  

平成20年度  

′麺蓄  

○平成19年度   同圏域から新たな計画  

が提出可能  
※平成20年度も同様  

⊥ユ  

○言告ぞれ蜃可を上限と  

′ノ′一ぞ琵、、、 
′ 
′ 、  

ヽ  

■  ノ   、ヽ  ′   
－■一■一′  ヽ  

1  

1  

J  

J   

J  

l  

l  

l  

ヽ  

平成18年度  

ヽ ′  
－－－－＿一一一′   

、 ′  
－    ′′      －－ 一一 ■■  

介蓋醐  柳慨曹   

○介護療養型医療施設転換整備室蓋   
既存の介護療養型医療施設を董△保健鰍クス笥瑚挺坦三交付金を交仇   

【交付対象】次に掲げる施設こ転換を行うための整備二要する経贅   

＿】＿】】】汲地⊇豊慮毒土塵⊆蓋三璧空想念な変付されるもの  
卜
 
－
一
．
一
■
一
】
 
－
 

l）老人保健施設  

宣ケアハウス  
昔哨料老人ホーム  

（居室は原則個室とし1人当たりの床面積が概ね13汀†以上であること）  

港晴別養護老人ホーム及び併設されるシ打ステイ用居室  
（社会福祉法人を設立等する場合）  

昏言雇掬1症高齢者グループホーム  

訓＼規模多機能当り居宅介護事業所  

て二生活支援ハウス  

介護療養型医療施設   

療養病床を有する病院  
・老人性認知症疾患療養病棟を有すそ病院  
・療養病床を有する診療所  

※上記交付対象施設につい¶ま、定見規模を問わ短ノ＼。し≧汲び芸については特定施設入  

居者生活介護の指定の有無を問わない。L3については、利用者負担第3段階以下の人で  

も入居可能なき曙を確保する三とが対象条件  

介護療養型医療施設転換に係る市町本校付金の流れ  
。・   、  

■＼  

市町村」の市区晰全般単軌て、既存の介護療養病由確動地油盛衰塾医臨地誼地」を艶  

、ニ   

国  

二二＿・  

市町村  

②計酪国二：提出（都道府県を経由）。  

（9交付金全体（地域密着型サゼスの整備等二係る交付金）に係る市町村の⊂∵ズを踏まえな力ち、予算の範囲内で採択▲  
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愉こ封・I魯恥  

【交付対象事業】   
○既存閻化改修事業等  

既存閻 こより老人   臓＝琳十ムヘ転   
劃鞠こ、ユニットイh招ことを支援するためlこ交付金を交付。  

※ただし他の整備計画により交付金が交付されるものこつい¶ま重複して交付しなし⊥   

○緊急シす」、ステイ整備事業   

虐待のまか、要介護者の急な疾病笥こ対応するた臓≡トトステイ用個宰を啓偏するためこ交付金を交仇 

○市町柿提嚢型事業   
市町村から提案された全国的に見て先進的な事業を支援するためこ交付金を交付。  

事業区分  単位  配分基礎単価   

特別養護老人ホーム爪ユニノト化改作事業及び7「潅療養型医療   

施言草〃）転換に伴うコニニソト化改作事業  

500千円  

「答辞重一二1   化」改l！  整備席数   1．Uし）U干円   

緊急シ：j－トスナイJ〕整備事業   整備席数   1．OUO干円   

こ！0．000干円しり範  

市町村椎草書壊  施設数   囲内F厚」三労働  
大臣山詑宜沃牒   

舞定方法  

先進的事業整備計画記載の事業こ二札＼て、右の区分ごとの  

交イ脚部＼て算定した額を交付する。  

（イ）巾町村提案事業及び地域介護・福祉空間推進交付金の事業例等について  

先進的事業支援特例交付金の1メニューである巾町村提案事業（最高3，000   

万円）と地域介護・福祉空間推進交付金の具体的な事業例等は次のとおりである。   

なお、これはあくまで参考例であり、これ以外の各巾区町村の創意「夫を凝らし   

た取組を積極的に支援していく考えである。  
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市町村提案事業の具体的事例について  

廓押ぎ慮厨画仁よ志度備  
彪j甜密着度／サービス等■／ニ線生塵／サ  

ービスj鄭点き併厨Lたプ野合腰此  
介ガザ甜点、グループホーム需ノ  

、く…冊   

／  勉虜厨との膚慶  

□q  

虜∠野原虜′好上野に居圧点サービス  
を併‘訝Lた忍倉彪点此  

摩穿願事ソ  ＼尿厨センタ‾・厨療尻   
＼ 

l  

二＼ 

ノ ′  「、ん－  ＼  

暦存．狩膚の摩周   
、、、  

市g庄宕筈の空き店粛等■／ニ共生  
甜瘡彪点杏慶傍  

（  「公営庄看貫のぞき盾労、虜＃合算ノ  

■■ － ■■■ ● － ■■ ■■ ■■ － 一 － － － ■ － ■ ■ ■ ■■ ■●  

ニ失必ずl′も伴吾9する必専はない  その勉市町〟窟斉夢者の対戎とをる着果厨  

①既存特養における生活環境改善のための準個室化改修  

②ひとり暮らし高齢者のためのグループリビング整備 等  

市町村提案事業の活望・忘蓋る事靭果 貞   

地域性民・児童との交  居住系サービスの併設  

共生型サービス拠点の併設  及び見守り支揺拠点の整柵  

0市営信者筈の空き慮辞等／こ   

共生型交流舷窟を腰原   

0庄屋屠士や子ど古との玄窟   

仁より柳優‾み屠   
れた点者で安城ILて昔らL   

虜／ナることができる也邸づ   

く′リ   

○底魚 凍瘡と凄冴Lた彪ナ倉  

彪嬉化   

0重度者の雌辞／ニ即Lた彪防   

彪支度が行亮る屠摩ブぐり   

○子どるイ僻穿と＃／ニ生き   

生きとLた在■老生者を送名   

ぎことを支窟  
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罰好7β紬瀕釈筆算 

（抄卜規模多機能型居宅介護、介護予防拠点及び認知症高齢者グループホームの整備に合   

わせて、その機能を生かした共生型サービス拠点を併設   

（≧）高齢者や児童が定期的に集う高齢者サロン（世代間交流スペース）を整備   

③軽要援護状態の1人暮らし高齢者が共同で生活ですることにより、従来の生活を継   

続できるような居住基盤を整備   

④保健センターや診療所と併設した総合福祉センターを改修して、重度援護高齢者向   

けの居住系施設を整備   

⑤高齢者が子どもとの世代間交流を行えるよう、新たに整備する小規模多機能型居宅   

介護と託児所の複合施設に共生型サービス拠点を整備   

⑥独居高齢者が急増する団地の空き店舗を改修して地域住民や児童との交流が行えるサ   

ロン（地域住民が利用できるカフェテリア、ファミリーサポートの実施）を整備  
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地域介護・福祉空間推進交付金（ソフト交付金）の具体的事例について  

高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業  

①ボランティア団体や地域の老人会の交流活動、子育て支援サークルなどによる子どもと高齢   
者の交流活動。  

②既存施設を活用して、地域ボランティアによる高齢者、障害者が交流する「地域交流サロン」   
の開催。  

③子育てサークル、障害者とともに「陶芸の日」などのテーマを決めて、交流事業を実施。  
④旧幼稚園の空き室を利用して談話室兼カフェスペースを運営。  

⑤介護保険サービス利用者、地域の元気高齢者、障害者、学童の一時預かりや子育てサークル   
による親子、大学・高校生など、世代間のふれあいを通じ、知識、技術等の次世代への伝承   
や情報等の交換も含めた交流事業を実施。  

【主な対象経費】   

①レクリエーションのための設備整備費   

（陶磁窟、放送設備、プロジェクター、スクリーン等）  

（さレクリエーションのための消耗品購入責   

（図書、遊具、プランター用具等）  

③人件費、委託費   

（コーディネーター等）   

【配分基礎単価】   

3，000千円  

高齢者が居宅における自立生活を支援するための事業  

①高齢化率や独居高齢者の割合が高い団地等の空き店舗等を活用して世代間交流の促進及び   

食事提供等を行う。  

②高齢者が自宅でインターネットを通じ、自らの健康についての情報を得ることができるシ   

ステムを導入し、集められた情報をもとに訪問指導等を行う。  
③公営住宅の集会室・空き部屋などを活用して、高齢者の自立を支援する拠点を設置し、1   

人暮らし高齢者などへの地域ぐるみの見守り活動を実施。  

④高齢者の居住密度が高い地域において、運動機能向上に資する「介護予防遊具」を公園に   

設置し、高齢者が自由に利用できるようにする。  
⑤既存サービスから小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護へ円滑な移行を推進する   

ための事業。  

【主な対象経費】   

せ自立支援活動拠点のための設備購入費  

（含介護予防遊具の設置費  

（含小規模多機能型居宅介護等の普及・利用促進に要する費用   

【配分基礎単価】   

3，000千円  
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（2）都市部を中心とした特別養護老人ホーム等の適正な整備について  

ア 今後我が国では、首都圏を始めとする都市部を中心に、高齢者人口が増加すると   

予想されているが、これらの地域においては、入所・入居型施設の整備率が低い傾   

向にある。  

イ 地方6団体からの要望等を踏まえた平成18年度の三位一体改革により、特別養   

護老人ホーム、老人保健施設等の整備費助成については、国から税源を移譲し、都   

道府県・政令市・中核市から助成を行うことになったところである。しかしながら、   

これら施設の整備計画数や整備費助成額は、ほとんどの自治体で前年度よりも大幅   

に減少している。  

ウ これらの施設整備をどのように進めていくかは、もとより各自治体の判断による   

ところであるが、今後高齢者数が急増する自治体等においては、将来を見据えた計   

画的な整備に特に留意願いたい。  

エ その際、ニュータウン等で公営住宅・都市機構住宅など公的住宅資源の活用が期   

待できる地域においては、入所・入居型施設の整備に代えて、これら公的住宅資源   

と地域介護・福祉空間整備等交付金を活用した地域密着型サービスの拠点づくりと   

を連携して行うことも重要と考えられる。   
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〔出典】   
2005年の高齢者人口については、総務省統計局「平成17年国勢調査第1次基本集計（確定値）」   
2025年の高歯令書人口については、国立社芸保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成14年3月推計）」  



05歳以上人口に対する介葦施設の整備状濁  
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次の数値を平成18年度の高齢者人口の見込み（厚生労働省老健局計画課調べ）で除して得た率。  
・介護保険3施設については、平成17年度末の定員数（厚生労働省壱健局計画課調べ）  
・居住系サービス（認失0症高齢者グループホーム、特定施設）については、平成17年度末のサービス利用者数（厚生労働省老健局計画課調べ）   



（3）ユニットケアの推進について   

高齢者介護の理念は「尊厳の保持」と「自立支援」であり、個人の暮らし方を尊重  

し、その人らしい生活を継続できるような個別ケアの実践と生活支援が重要となる。  

そのため、高齢者が自分の居場所を確保でき、家庭的な雰囲気の中で自分のペースで  

過ごせるユニットケアを推進している。   

ユニットケアの実践において重要な要素は、ハード（環境・住まい）とソフト（介  

護の質）の双方である。ハードに関しては、プライベート、セミプライベート、セミ  

パブリック 、パブリックの空間構成を基本に、高齢者個人の居場所から社会とのつな  

がりまでを段階的に確保することが必要である。ソフトに関しては、介護が必要な状  

態になってもその人らしい生活が送れるよう寄り添う個別ケアが求められる。   

ユニットケアは、画一的な手法でなく、入居者の暮らしと共に変化していくもので  

あり、個人の希望や状態に応じて発展させていく必要がある。このため、日々進化し  

ているユニットケアの手法等の情報の共有と普及が重要となるため、都道府県・指定   

都市においては、F記の研修等を活用し、ユニットケアの普及推進にご尽力いただき   

たい。  

ア 施設整備等担当者研修・指導監査担当者研修について  

（：ア）施設整備等担当者研修について  

ユニットケアのハード面の整備は、設計の段階から高齢者の生活を理解した計画  

が必要である。設計の段階における的確な指導や助言が、その後の介護実践（ソフ   

ト）に大きく影響するため、平成16年度から、厚生労働省において施設整備担当   

者研修を実施し、都道府県、市の担当職員がユニットケアへの理角牢を深め、相談業   

務等に活かせるようにしている。 しかし、未だに高齢者の暮らしをイメージできて   

いない構造の施設も散見されるため、今後とも本研修に積極的に参加いただき、的   

確な助言指導に活かしていただきたい。  

－こイ）指導監査担当者研修について  
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ユニットケアの要素であるハード及びソフトは、従来型施設のそれとは異なり、  

各施設ごとの工夫の余地が大きい。このため、従来型施設のケアの延長線上で指導  

監査を行えば、施設側は混乱を来たすことになる。  

このため、平成18年度から、厚生労働省においてユニットケア施設指導監査担  

当者研修も実施することにしたところであり、今後とも本研修に積極的に参加いた  

だき、的確な助言指導に活かしていただきたい。  

（ウ）平成19年度以降の研修の実施について  

上記（ア）、（イ）の研修について、平成19年度以降は、厚生労働省（本省）で  

はなく、国立保健医療科学院（埼玉県和光市）に移管して実施することとしている。  

なお、19年度については、年度当初の研修実施希望が多いことから、5月下旬  

の開催を予定しているのでご留意願いたい。詳細については、本年度内に改めてお  

知らせする。  

イ ユニッ トケア研修等事業について  

（ア）施設管理者研修について  

本研修については、認知症介護研究・研修東京センターにおいて実施し、平成  

15年度から平成18年9月までの累計で922孝■が受講したところである。  

各専門職の協働により運営される施設においてユニットケアを導入するに当た   

っては、管理者（施設長）のリーダーシップと施設理念の共有が極めて重要であ   

る。組織の中で、どのように施設理念を伝達、実行する仕組みをつくるのか、ど   

のように各職員の力量が十分発揮できる運営をするのか等、管理者の理解・能力   

はその施設におけるユニットケアの成否に影響する。本研修は、そのような管理   

者の理解・能力の向上に資するため、事例検討や演習を中心に、実践的な内容と  

している。  

都道府県・指定都市においては、本研修事業の実施及び受講者の推薦につきご   

配慮いただきたい。  
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なお、本研修については、平成19年度以降も、引き続き認知症介護研究・研  

修東京センターが実施することとしている。  

（イ）ユニットリーダー研修について  

本研修については、平成18年9月までの累計で1，669名が受講したとこ   

ろである。入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視し   

たサービス提供に配慮する観点から、平成18年4月からユニット型特別養護老   

人ホーム等に常勤のユニットリーダーを配置することを義務付けたところであ  

る。  

今年度の研修については、応募者が急増したため、一部で希望に添えない事態   

が生じたところであるが、平成19年度の実施に向けては、実地研修施設を増加  

させる等、研修の受け入れ体制の拡充を行うこととしている。 また、実地研修施  

設の選定基準等の明確化について専門家による検討会を設け、検討を進めている  

ところである。  

また、平成18年度から、（社）全国老人福祉施設協議会が都道府県等の委託  

を受けて北海道及び九州においてユニットリーダー研修を実施しているところで  

ある。  

こうした状況を踏まえ、本研修事業の実施及び受講者の推薦につき引き続きご  

配慮いただきたい。  

（ウ）ユニットケア指導者養成研修について  

ユニットリーダー研修の実施に当たっては、ユニットケアの正しい理解と実践   

力を備えた即戦力となる指導者の育成が必要であり、認知症介護研究・研修東京   

センターにおいては、平成18年度から、ユニットケア指導者養成研修を実施し  

ている。   

18年度の研修修了者は27名を予定しているが、今後のユニットリーダーの   

研修体制を考えると、指導者の史なる養成が喫緊の課題となっている。  

本養成研修は、平成19年度においても、都道府県の委託を受けて認知症介護  
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研究・研修東京センターが実施することとしているので、各都道府県・指定都市  

にあっては、本養成研修の意義・重要性を認識いただき、指導者の確保のために  

ご協力願いたい。  

（ェ）情報提供事業について  

ユニットケアの効果的な普及に資するため、認知症介護研究・研修東京セン   

ターにおいて、ユニットケアを先進的に実施している施設長、中間管理職、ユ   

ニットリーダーの方々のインタビューなどを収録したDVD「ユニットケアを   

活性化させる運営と組織デザイン 一施設長、中間管理職、ユニットリーダー   

の役割－」が作成された。  

また、昨年8月及び10月、（社）日本医療福祉建築協会及び認知症介護研究   

・研修センターの主催により、ユニット型施設の開設を計画する者や企画設計   

関係者に対し、ユニットケアについての正しい理解の下で設計が行われ、より   

良いユニットケアが実現されるようにするため、講義・演習形式による講座が  

開設されるとともに、ユニット型特別養護老人ホームに関する設計相談が行わ   

れたところである。平成19年度においても、同様に実施する予定である。  

都道府県・指定都市におかれては、本情報提供事業を活用し、関係者に対し、   

ユニットケアについて有効な情報提供をお願いしたい。  

（4）養護老人ホームの適切な運営等について  

ア 養護老人ホーム関係   

（ア）養護老人ホームにおける処遇計画の取扱いについて  

養護老人ホームにおける処遇計画については、「養護老人ホームの設備及び運営  

に関する基準」（昭和41年厚生省令第19号）第15条、及び「養護老人ホーム  

の設備及び運営に関する基準について」（平成12年3月30日老発第307号厚  

生省老人保健福祉局長通知）第5の2により行われているところであるが、平成1  

8年度老人保健健康増進等事業により行われた「養護老人ホームにおける処遇計画  
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作成の実践に関する研究事業」（全国老人福祉施設協議会）において設置された「新   

型養護老人ホームケアプラン作成研究会＿j において、「新型養護老人ホームパッケ   

ージプラン」が取りまとめられた。  

本プランは、養護老人ホームの特性に沿った処遇計画として研究・開発されたも   

のであるので、各都道府県におかれては、管内市町村及び関係機関等に対し、これ   

を周知されたい。  

なお、本プランは、養護老人ホームにおいて処遇計画を作成する上での標準例を   

提示するものであり、これ以外の処遇計画の使用を制限する趣旨ではない。  

（イ）養護老人ホーム施設職員研修について   

標記については、在宅福祉事業費補助金の1つとして平成19年度予算（案）に  

計上しているところであるが、現時点での実施要綱（案）はF記のとおりである。  

本研修事業は、平成19年度の単年度事業として実施することを予定しているの  

で、各都道府県においては、この趣旨をご理解いただき、平成19年度における積  

極的な取組をお願いする。  

養護老人ホーム施設職員研修事業実施要綱（案）  

1．事業の目的   

老人福祉法及び介護保険法の改正により養護老人ホームに求められている新たな  

役割（要支援・要介護の入所者に対する介護保険サービスの利用支援、社会復帰の  

促進など）に対応するため、これに必要な知識・技術の習得について国として支援   

を行い、制度の適切な運営を図るとともに、入所者に対する処遇の向上を図ること   

を目的とする。  

2．実施主体   

実施主体は、都道府県とする。ただし、社団法人全国老人福祉施設協議会等適切   

に事業実施が吋能な団体に委託できるものとする。  
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※ 複数の都道府県による合同開催とするなど、広域的に実施しても差し支えない。  

3．対象者  

養護老人ホームの生活相談員等  

※ 市町村職員等の研修への参加も補助対象とすることとしており、積極的に研修  

に参加するよう周知すること。  

4．研修の内容  

各都道府県は、次に掲げる研修課目を実施すること。  

なお、各都道府県において、地域の実情に応じて、養護老人ホームにおける処遇  

の質の向上に資する課目を適宜追加することができる。  

※ 研修カリキュラムについては、平成18年度老人保健健康増進等事業において、  

現在、研究・開発が行われているところであり、詳細については、今後お示しす  

る予定である。  

【研修カリキュラムとして想定されるテーマ】  

① 新たな養護老人ホームに求められる機能について〔講義〕  

② 養護老人ホームにおける処遇計画の作成について〔講義及び演習〕  

※ 新型養護老人ホームパッケージプランに拠る。  

③ 要支援・要介護状態の入所者に対する処遇を行うとでの介護保険サービスの活  

用と連携について〔講義〕  

④ 地域の社会資源の活用と連携について〔講義〕   

この他、各都道府県において養護老人ホームにおける職員の質の向上に資するテ   

ーマを、適宜追加することを可能とする。  
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